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■市立小学校の学校規模推移

1

 黒内小学校では、対策を講じない場合は過大規模校化が長期間継続します。
 一方で、2030年代頃から大野小学校および高野小学校で1学級の児童数が10
人台となる見込みとなっています。

過小規模 小規模 適正規模 大規模 過大規模

令和6年度（2024） 令和15年度（2033） 令和20年度（2038）



■市立中学校の学校規模
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過小規模 小規模 適正規模 大規模 過大規模

 黒内小学校で対策を講じない場合は、20２０年代後半から守谷中学校が大規模校
化する見込みとなります。

 一方で、2030年代以降、けやき台中学校が免許外指導解消の目安となる9学級以
下となり、小規模校となる見込みとなっています。

令和6年度（2024） 令和15年度（2033） 令和20年度（2038）



■適正配置の実施に向けて
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学校規模の適正化、学校の適正配置を進めるに当たり、適正化を検討すべき段階を
明確に定めることで、より適切な手法を検討できるようにしていきます。

「子どもたちにとって望ましい教育環境をつくる」という観点で適正規模を設定し、
適正配置は、「適正規模（子どもたちにとって望ましい環境）の学校を、市全体で中
長期的に持続させる」ことを目的に検討する。

適正化の手法を具体的に検討する段階では、児童生徒数・学級数推移のみならず、
通学路の安全性や通学時間、地域性、学校施設の劣化状況、維持管理費用や修繕
更新費用等、多面的な実態把握を行います。

保護者や地域に対して、適正化の目的や学校の現状、対策案について十分な情報
提供を行い、丁寧な説明と意見集約を行います。

学校規模の適正化、学校の適正配置を検討する際には、「子どもたちにとって望まし
い教育環境をつくる」という視点で、具体的な問題解決策の検討を進めていきます。



■適正配置を検討する時期（事務局案）
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適切な頻度で児童・生徒数推計を行い、将来の変化を把握する中で、以下の水準が
見込まれる際には、将来を見据えた具体的な対応に着手します。

【小学校】

 10年後に過大規模校（31学級以上）となる水準が見込まれる場合

【中学校】

 10年後に過大規模校（25学級以上）となる水準が見込まれる場合

大規模校

 普通学級が大規模校に該当する水準にあり、特別支援教室数を加えると保有教
室数の不足が見込まれる際には適正規模化を速やかに検討する

• 手法検討の組織体立上げ、手法の決定、地域への詳細な説明が可能となる期間として１０年を設定。
• 判断要素として特別支援教室数を加えた。国では、総合的な判断を行うためのその他要素として、学校
全体の児童生徒数、中長期的な児童生徒数の予測、児童生徒の学習状況、社会性等の育成状況など
を例示している。



■適正配置を検討する時期（事務局案）
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小規模校

 10年後に複式学級が発生し、過小規模校となる水準が見込まれる場合

 複式学級となる基準（小学校：２学年で16人（1・2年生の場合は8人）、中学校：
2学年で8人）に近い児童生徒数の学年（学級）が複数発生することが見込まれ
た際には適正規模化を速やかに検討する

• 手法検討の組織体立上げ、手法の決定、地域への詳細な説明が可能となる期間として１０年を設定。
• 国では、総合的な判断を行うためのその他要素として、学年単学級の場合の学級規模、学校全体の児
童生徒数、中長期的な児童生徒数の予測、児童生徒の学習状況、社会性等の育成状況などを例示し
ている。

• 出典：文科省「公立小中学校等の学級
編制及び教職員定数の仕組み」（令和
2年）



■適正配置の手法（例）
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出典：文部科学省「令和5年度学校の適正規模・適正配置及びより良い教育環境の実現に向けた部局横断的な検討体制による学校施設に
係る計画策定事例に関する調査報告書」



■適正配置の実施に向けて
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過大規模校から適正規模

手法

（１）通学区域の見直しの検討
①中学校区内の隣接小学校間の見直し
②隣接中学校区間での小学校間の見直し
③より広域的な範囲での通学区域見直し

（２）学校選択制の導入

（３）増築や改修等による必要教室数確保

（４）新設校の設置（分離新設）

通学への配慮（安全性、遠距離者への支援、適切・弾
力的な区域設定）

学校関係者、保護者、地域との連携

地域との関わり、拠点機能としての配慮

学校施設・整備面の配慮（公共施設管理を踏まえた
適正化検討）

可能な限り早期かつ適切な情報提供

特別支援教育を受ける児童・生徒に対する適切な指
導及び支援体制

学校選択制を利用する児童・生徒の人数予測が困難

過大規模校化が進む恐れが大きい

学校施設・整備面の配慮（公共施設管理を踏まえた
適正化検討）

他校との距離、市全体での児童生徒数偏在の解消
にもつなげる必要がある

コスト面



■適正配置の実施に向けて
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過小規模校から適正規模

手法

（１）通学区域の見直しの検討
①中学校区内の隣接小学校間の見直し
②隣接中学校区間での小学校間の見直し
③より広域的な範囲での通学区域見直し

（２）学校選択制の導入

（３）加配職員等の配置などにより、小規模校
のデメリットを解消・緩和し、メリットの最大
化を図る

（４）学校の統合

通学への配慮（安全性、遠距離者への支援、適切・弾
力的な区域設定）

学校関係者、保護者、地域との連携

地域との関わり、拠点機能としての配慮

学校施設・整備面の配慮（公共施設管理を踏まえた
適正化検討）

可能な限り早期かつ適切な情報提供

特別支援教育を受ける児童・生徒に対する適切な指
導及び支援体制

学校選択制を利用する児童・生徒の人数予測が困難

一定の集団規模が確保されず、デメリットが残る

学校施設・整備面の配慮（公共施設管理を踏まえた
適正化検討）

他校との距離、市全体での児童生徒数偏在の解消
にもつなげる必要がある

コスト面


